
  

いちご月見の里 重要事項説明書 

 

１．いちご月見の里の概要 

（1）提供できるサービスの種類と地域 

名称 いちご月見の里        （事業所番号 １８９０１００４２１） 

所在地 福井県福井市月見４丁目２０番４７号 

管理者氏名 竹内 俊晃 

サービスの種類 （介護予防）認知症対応型共同生活介護 

サービス対象地域 福井市 

（2）サービスの内容 

当施設が提供するサービスは「グループホーム計画書」に基づいて行います。 

「グループホーム計画書」をサービス開始時までに提示します。 

「グループホーム計画書」の内容は利用開始日が決定した時点で食事・入浴・排泄・更衣等の項

目について家族と一緒に話し合い、決定し、提示させていただきます。その際のサービス提供の

方法等について分かりやすく説明し、丁寧に行います。サービスの提供に用いる設備、器具等に

ついては安全、衛生に常に注意を払います。 

（3）職員体制 

従業者の職種 職員数 勤務体制 

管理者 １名 常勤（介護職員兼務） 

計画作成担当者 ２名 常勤（介護職員兼務） 

介護職員 １３名以上 常勤４名以上   

（4）勤務体制 

昼間の体制 

 

６人 

 

早出  ７：３０ ～ １６：３０  １人 

日勤  ８：３０ ～ １７：３０  １人 

遅出 １１：００ ～ ２０：００  １人 

夜間の体制 ２人 夜勤体制 １７：００ ～ ９：００    

（5）設備の概要 

定員 １８名：１ユニット（９名）×２ 

居室 個室 １８室 １１．４０㎡～１３．８３㎡ 

浴室 一般浴槽（脱衣室） １丁目 ４．１０㎡（９．１８㎡） 

  ２丁目 ６．１８㎡（１３．７２㎡） 

食堂（ＬＤＫ） １丁目 ６９．８５㎡  ２丁目 ６８．８５㎡ 

その他の設備 

地域交流室・相談室 ３９．３４㎡ 

トイレ（７か所）  １．８４㎡～８．０８㎡ 

その他 サンルーム ５．５３㎡  

（6）お問い合わせ窓口 

担当者 竹内 俊晃 （管理者） 

電話番号 
TEL：０７７６－３４－５５１５    

FAX：０７７６－３４－７７１５ 

＊サービス利用についての質問など、お気軽にご相談ください。 



  

２．サービスの利用方法 

（1）サービスの利用開始 

当事業所の担当職員が利用者のお宅を伺い、当事業所のサービスの内容等について説明します。 

この説明書により利用者からの同意を得た後にサービスを開始し、また当事業者の計画作成担当

者がグループホーム計画書を作成します。 

（2）サービスの利用解除および終了 

いちご月見の里契約書第４条に基づき、サービスの利用を解除することができます。また、

第５条に基づきサービスの利用を終了する事があります。 

（3）サービス利用に当たっての留意事項  

○面 会 時 間：８：３０～２０：００までの間でお願いします。  

○外出、外泊：２日前までに申し出て下さい。 

○定期的な受診：御家族にてお願いします。緊急時はこの限りではありません。 

○飲 酒：飲酒は節度をわきまえて他の方に迷惑をかけない程度とする。 

○喫 煙：喫煙は基本的に施設内禁止とします。 

○所持品の持込：入居時に職員とご相談ください。 

○宗 教：他の方に迷惑にならない範囲であれば自由です。 

○ペ ッ ト：原則的に個人での飼育は禁止です。 

○金 銭 管 理：通帳・貴重品などのお預かりはできませんが、お小遣い費については、家族と

協議にて決定し、別に定める契約書において取り扱うこととします。なお個人

が持参され、紛失された場合につきましては、当ホームは責任を負いかねます

のでご了承ください。 

○そ の 他：職員への心づかいは固くご遠慮致します。 

 

３．サービス提供の記録 

事業所では、サービスを提供する際には「サービス提供記録書」等の書面に必要事項を記録しま

す。また、一定期間ごとに、サービス提供の状況、目標達成の状況等についての記録を作成します。 

２ 事業所では「サービス提供記録書」等の記録を作成した後５年間はこれを適正に保存し、利用者

の求めに応じて閲覧に応じ、その写しを交付します。 

 

４．利用料金 

サービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準額（介護報酬の告示上の額）

によるものとし、当該認知症対応型共同生活介護等が法定代理受領サービスである場合の利用料の

額は、これらに利用者ごとの介護保険負担割合（１～３割）を乗じて得た額とします。また、これ

が改訂された場合には、これらも自動的に改訂されます。なお、その場合は事前に新しい料金を書

面でお知らせします。 

※ 福井市は地域区分が「７級地」であるため、下記表の単位数に１０．１４円を乗じた金額の

うち、介護保険負担割合にもとづいた額が自己負担となります。 

(1) 介護報酬利用分・令和６年６月現在 

（ａ） 認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）                  （単位：単位数） 

 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日 ７４９ ７５３ ７８８ ８１２ ８２８ ８４５ 

１か月 ２２,４７０ ２２,５９０ ２３,６４０ ２４,３６０ ２４,８４０ ２５,３５０ 

※1 か月は３０日で計算 



  

短期利用認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）                

※あらかじめ３０日以内の利用期間を定め、サービスを利用する場合       （単位・単位数） 

  要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１日 ７７７ ７８１ ８１７ ８４１ ８５８ ８７４ 

 

（ｂ） 介護報酬加算額 

初期加算 ３０単位／日 

入居した日から３０日以内の期間必要となります。また、１ヵ月以上の入院後に再入居する場合に

も３０日以内の期間必要になります。 

 

介護職員等処遇改善加算Ⅰ 所定単位数に加算率１８．６％を乗じた単位数で算定 

 

※下記の加算については、当該事業所が厚生労働省の定める加算要件が整った場合に限り、必要とな

ります。 

認知症行動緊急対応加算 ２００単位／日（入居日から７日間） 

認知症共同生活介護を利用することが適当であると判断し、入居した場合に必要となります。 

 

若年性認知症受入加算 １２０単位／日（入居日から７日間） 

若年性認知症利用者の方を受け入れ、個別の担当者を定め、介護を行った場合に必要となります。 

 

看取り介護加算 

７２単位／日（死亡日以前３１日以上４５日以下） 

１４４単位／日（死亡日以前４日以上３０日以下） 

６８０単位／日（死亡日の前日及び前々日） 

１，２８０単位／日（死亡日） 

医師（主治医）が、医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断し、利用者又はその家族の同

意を得て、当該事業所が整備する「看取りに関する指針」に定める介護計画に基づき介護を行う

ことの同意を得た場合に必要となります。 

 

医療連携体制加算（Ⅰ）（イ） ５７単位／日 

医療連携体制加算（Ⅰ）（ロ） ４７単位／日 

医療連携体制加算（Ⅰ）（ハ） ３７単位／日 

（Ⅰ・ハ）当該事業所の職員として訪問看護ステーション等との連携により、看護師を 1 名以上確

保し、看護師により 24 時間連絡体制を確保している事、また重度化した場合の対応に係る指針を

定め、入居の前に当該指針の内容を説明し同意を得ている場合に算定します。 

（Ⅰ・ロ）事業所の職員として看護職員を常勤換算で 1 名以上確保している（看護職員が准看護師

のみである場合には病院等と連携体制を確保する）場合に算定します。 

（Ⅰ・イ）事業所の職員として看護師を常勤換算で 1 名以上配置している場合に算定します。 

 

 

 

 



  

医療連携体制加算（Ⅱ） ５単位／日 

3 ヶ月間において次のいずれかに該当する状態の入居者が 1 名以上いる場合に算定します。 

① 喀痰吸引を実施している状態 ②経鼻胃管や胃ろう等の経腸栄養が行われている状態 ③呼吸 

障害等により人工呼吸器を使用している状態 ④中心静脈注射を実施している状態 ⑤人口腎臓

を実施している状態 ⑥重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状

態 ⑦人口膀胱または人工肛門の処置を実施している状態 ⑧褥瘡に対する治療を実施している

状態 ⑨気管切開が行われている状態  ⑩留置カテーテルを使用している状態 ⑪インスリン注

射を実施している状態 

 

協力医療機関連携加算 
１００単位／月（下記の①、②の要件を満たす場合） 

４０単位／月（それ以外） 

① 入所者等の病状が急変した場合等において、医師または看護職員が相談対応を行う体制を常時

確保している。 

② 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保している 

 

退居時情報提供加算 ２５０単位／月（退去時） 

医療機関へ退所する入居者等について、退去後の医療機関に対して入居者等を紹介する際、入居者

等の同意を得て、当該入居者等の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に算定します。 

 

退去時相談援助加算 ４００単位／日（退去時） 

利用期間が１ヶ月を超える利用者の退去時に、福祉サービスについての相談援助を行い、且つ、退

去の日から２週間以内に当該利用者の介護状況等の必要な情報提供を行った場合に必要となりま

す。但し、在宅復帰であり、家族等の同意を得た場合です。 

 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３単位／日 

認知症日常生活自立度Ⅲ以上の利用者割合が５０％以上になり、認知症介護に係わる専門的研修

（認知症介護実践リーダー研修）を修了した者を厚生労働省の定める基準で配置し、技術的指導に

係わる会議を定期的に開催する体制が整った場合に必要となります。 

 

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） １５０単位／月（下記の①、②、③、④の要件を満たす場合） 

① 事業所または施設における利用者または入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上 

② 認知症の行動・心理症状の予防および出現時の早期対応（以下「予防等」）に資する認知症介護

の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的な研修および認知症

の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了した者を１名以上配置

し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる 

③ 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を

測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している 

④ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画

の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、

計画の見直し等を行っている 



  

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） １２０単位／月（下記の①、②、③、④の要件を満たす場合） 

① 事業所または施設における利用者または入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に対す

る注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上 

② 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了している者を 1

名以上配置し、かつ複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理症状に対応するチームを組

んでいる。 

③ 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づく値を

測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施している 

④ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、計画

の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振り返り、

計画の見直し等を行っている 

 

生活機能向上連携加算 
（Ⅰ）１００単位／月 

（Ⅱ）２００単位／月 

利用者様の自立支援・重度化防止を目的に、事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連

携して、機能訓練のマネジメントを行います。加算(Ⅱ)については外部のリハビリテーション専門

職が事業所を訪問した際に計画作成担当者と連携して利用者様の評価を行い認知症対応型共同生

活介護計画を作成した場合に 3ヶ月に 1 回算定となります。 

※加算（Ⅱ）は、(Ⅰ)を算定している場合には算定いたしません。 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １００単位／月（下記の①、②、③、④の要件を満たす場合） 

① （Ⅱ）の要件を満たし、（Ⅱ）のデータにより業務改善の取組による成果が確認されている 

② 見守り機器等のテクノロジーを複数導入している 

③ 職員間の適切な役割分担（いわゆる介護助手の活用等）の取組等を行っている 

④ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供（オンラインによる提出）

を行う 

 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １０単位／月（下記の①、②、③の要件を満たす場合） 

①  利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討す

るための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改

善活動を継続的に行っている 

② 見守り機器等のテクノロジーを１つ以上導入している 

③ １年以内ごとに１回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行う 

 

口腔衛生管理体制加算 ３０単位／月 

歯科医師又は歯科医師の指導を受けた歯科衛生士が、介護職員に口腔ケア関するアドバイスや指導

を月 1回以上行い、口腔ケアの充実を図ります。  

 

栄養管理体制加算 ３０単位／月 

管理栄養士が従業者に対する栄養ケアに係る技術的助言及び指導を月に 1回以上行った場合に算定

となります。 



  

口腔・栄養スクリーニング加算 ２０単位／回（６ヵ月に１回を限度） 

利用開始時及び利用中 6 か月ごとに口腔の健康状態のスクリーニング、または栄養状態のスクリー

ニングを行った場合に算定となります。こちらの事業所以外ですでに加算を算定されている場合に

は算定はいたしません。 

 

科学的介護推進体制加算 ４０単位／月 

全ての利用者様の情報(ADL、栄養、口腔、認知症等に関する基本的な情報)を厚生労働省に提出し、

サービスの実施のために必要な情報を活用した場合に算定となります。 

 

サービス提供体制加算（Ⅰ） ２２単位／日 

当該事業所の介護従事者の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者の占める割合が７０％以上、

または勤続１０年以上の介護福祉士の占める割合が２５％以上配置され、厚生労働省の定める人員

基準に適合している体制が整った場合に必要となります。 

  

サービス提供体制加算（Ⅱ） １８単位／日 

当該事業所の介護従事者の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者の占める割合が６０％以上配

置され厚生労働省の定める人員基準に適合している体制が整った場合に必要となります。 

 

（2）介護保険外費用 

 居住費 水道光熱費 食費 

１日 １，５００円 ５６０円 １，７００円 

１か月 ４５，０００円 １６，８００円 ５１，０００円 

※ 月の中途における入居又は退居についての料金（居住費・食費・光熱水費）は、日割り計算と

します。又、入院中においては居住費を徴収することがあります。ただし、利用者がサービス

利用を一時中断し、１ヶ月以内に利用の再開が見込めない場合は当月分、もしくは 1ヶ月分の

居住費を徴収します。 

※ 外泊の場合の食事代は、欠食分として減算します。（居住費については定額での請求とします。） 

（3）その他の費用 

おむつや理美容、レクリエーション・クラブ活動等にかかる費用などは実費負担となります。ま

た、布団については基本的に当ホームのものを使用となりますが、利用者様が掛布団等を汚された

場合、クリーニング代を請求することがあります。 

○おむつ代  

※ おむつなどは持参されて構いません。無くなっている際は別紙参照のものを使用します。 

○クリーニング代 

・羽毛掛布団 ２，０００円  ・肌布団 ５００円  ・ベットパット ４００円 

・枕 ５００円  ・敷布団 １，５００円 

（4）お支払方法 

毎月１０日以降に前月分の請求書を発行します。お支払方法は現金または口座引き落としとし、

口座引き落としは毎月２０日頃にさせていただきます。請求書を利用者にお渡しした日より、１ヶ

月以内にお支払いください。 

 

 



  

５．緊急事態時・事故発生時の対応方法 

サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、主治医、救急隊、親族、担当ケアマネジャー

等へ連絡をいたします。 

（1）緊急事態時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 事故発生時 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

事業所では利用者の病状が急変した場合等、速やかに下記の医療機関または緊急連絡先へ連絡

するとともに、必要な措置を講じます。 

主治医 
主治医氏名 

電話番号 

緊急連絡先 

緊急連絡先①（氏名） 

住所・電話番号 

緊急連絡先②（氏名） 

住所・電話番号 

 

６．非常災害時対策 

消防計画に沿って年 2 回、水防法等における避難確保計画に沿った避難訓練を年 1 回、利用者の

方も参加して実施します。 月見の里 防火責任者 山崎 吉範 

 

７．防災設備について 

自動火災報知設備・スプリンクラー・消火器・非常誘導灯・非常口等の設置をしております。 

 

 

※対処方法の指示を受ける 

連絡 

担当ケアマネジャー（短期利用サービスの場合） 

緊急事態 

家族・緊急連絡先 

※緊急を要する場合 

救急車の手配 

家族、緊急連絡先 

※必要に応じて 

連絡 

連絡 

救急車の手配 

主治医、病院 

連絡 

連絡 

連絡 

連絡 

福井市福祉保健部保健衛生局介護保険課 

救急車の手配 

福井市福祉保健部保健衛生局介護保険課 

家族・緊急連絡先 

 

連絡 

連絡 

連絡 

連絡 

連絡 

※対処方法の指示を受ける 

※緊急を要する場合 

※必要に応じて 

家族、連絡先 

主治医、病院 

 

救急車の手配 

事故発生 

連絡 

担当ケアマネジャー（短期利用サービスの場合） 



  

８．サービス内容に関する苦情 

（1） 受付窓口 

いちご月見の里契約書第１４条に基づき、利用者からの苦情及び要望に、当事業所の従業者全

員が対応します。窓口での受付は口頭で行いますが、「要望箱」を設置し文書による受付も行いま

す。なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

苦情解決責任者    竹内 俊晃（管理者） 

第三者委員      山内 久子 氏［連絡先］０７７６－３６－６９６１ 

要望箱設置場所    事務所前 

※ 下記の苦情申立機関にも苦情等を伝える事ができます。 

苦情申立機関 

福井県国民健康保険団体連合会 ℡０７７６－５７－１６１１ 

福井市福祉保健部保健衛生局介護保険課 ℡０７７６－２０－５７１５ 

福井県運営適正化委員会（ハート支援室） ℡０７７６－２４－２３４７ 

（2） 苦情に対する措置 

事業所では、利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、事実関係の調査や苦情処理に

関する検討会の実施、処理結果の記録整備等の必要な措置を講じます。 

また、改善措置について、苦情申出人に誠意をもって説明を行います。その際、苦情申出人は

第三者委員の助言や立会いを求める事が出来ます。尚、第三者委員の立会いによる話し合いは、

第三者委員による苦情内容の確認、解決案の調整・助言、話し合いの結果や改善事項等の確認を

行います。 

 

９．個人情報の取り扱い 

事業所の従業者及び従業者であった者は、正当な理由がなく、業務上知り得た利用者又はその家

族に関する個人情報を漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様とします。又、事業者は、

従業者及び従業者でなくなった後においてもこれらの個人情報を保持するべき旨を、従業者との雇

用契約の内容とします。 

２ 事業所では、あらかじめ文書により利用者又は利用者家族の同意を得た場合は、一定の条件下で

情報を提供することがあります。 

 

１０．秘密の保持等 

事業者及び事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持します。 

２ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でな

くなった後においても、これらの秘密を保持する旨を従業者との雇用契約の内容とします。 

 

１１．ハラスメント防止対策 

事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優

越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業

環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。 

 

１２．身体拘束等の禁止 

事業所は当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。 

２ 事業所は身体拘束等の適正化を図るため次に揚げる措置を講じます。 



  

① 身体拘束の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、その結

果について従業者に周知徹底を図る。 

② 身体拘束等の適正化のための指針の整備。 

③ 従業者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施。 

 

１３．虐待防止に関する事項 

事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講じます。 

① 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業

者に周知徹底を図る。 

② 虐待防止のための指針の整備。 

③ 虐待を防止するための定期的な研修の実施。 

④ 前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置。 

２ 事業所は、サービス提供事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)によ

る虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを福井市に通報します。 

 

１４．衛生管理及び感染症対策 

事業者は、従業者等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

２ 利用者が使用する施設、食器その他の設備、飲用に供する水について、衛生的な管理に努めると

ともに、衛生上必要な措置を講じます。 

３ 事業所において感染症が発生、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じます。 

① 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね６月

に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。 

② 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備。 

③ 事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期

的に実施。 

１５．業務継続計画の策定等 

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）

を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１６.入退居にあたっての留意事項 

(1) サービスの対象は要介護状態または要支援状態（要支援２の認定を受けた方）であって認知症

の状態にあるもので少人数による共同生活を営むことに支障がない方とします。 

(2) 入居申込者の入居に際しては主治医の診断書等により、当該入居申込者が認知症の状態にあること

の確認を行います。 

(3) 入居申込者の入居に際しては診療情報提供書等の提出を求めます。 

(4) 入居申込者が入院治療を要する方であること等、入居申込者に対して必要なサービスを提供す

ることが困難であると認められる場合は適切な介護保険施設または医療機関等を紹介する等の適

切な措置を速やかに講じます。 



  

(5) 入居者の身体の状況等によって、定期的な診察及び検査等を受けていただく場合があります。

お願いしても診察を受けていただけない場合、集団生活は困難と判断しご相談させていただく場

合があります。 

(6) 利用者の退居に際しては利用者等の希望を踏まえた上で、退去後の生活環境や介護の継続性に

配慮し、必要な援助、指導を行うとともに居宅介護支援事業者または介護予防支援事業者等への

情報提供及び保健医療・福祉サービス提供者との密接な連携に努めます。 

(7) 短期利用サービスの利用者の入退去に際しては、利用者を担当するケアマネジャーとの連携を

図ります。 

 

１７．第三者による評価の実施状況 

実施の有無  有 

実施した直近の年月日  令和２年９月１０日 

実施した評価機関の名称 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会 

評価結果の開示状況  有 

 

１８．協力医療機関 

医療機関の名称 嶋田病院 

所在地 福井県福井市西方 1 丁目 2－11 

電話番号 ０７７６－２１－８００８ 

診療科 リハビリテーション科・脳神経外科・整形外科・循環器外科 

内科・外科・歯科 

入院設備 地域包括ケア病棟２７床・回復期リハビリテーション病棟９０床 

 

１９．連携する介護保険施設 

名称 特別養護老人ホーム 文殊苑 

所在地・電話番号 福井県福井市北山町３５－５－１  ０７７６－４１－３３３８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

２０．当法人の概要 

法人種別  医療法人 健康会 

代表者役職・氏名  理事長 嶋田 修美 

本部所在地・電話番号  福井県福井市西方１丁目２-１１ TEL：０７７６-２１-８００８ 

 

● 嶋田病院（１１７床） 

【診療科目】リハビリテーション科・脳神経外科・整形外科・循環器外科・内科・外科・歯科 

【病床数】 地域包括ケア病棟２７床・回復期リハビリテーション病棟９０床 

● いちご在宅支援センター（嶋田病院併設） 

【通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション】 

・通所リハ 健康の家 

【訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション】 

 ・嶋田病院訪問リハビリ 

【訪問看護・介護予防訪問看護】      【短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護】 

・いちご訪問看護ステーション       ・いちごショートステイ 

【居宅介護支援・介護予防支援事業】 

・嶋田病院 居宅介護支援センター 

● 病院外の介護事業所 

【通所介護】 

・いちごデイセンター福井       ・いちごデイセンターみのり 

【地域密着型通所介護】 

・いちごライフ 

【福井市介護予防・日常生活支援総合事業】 

通所型予防給付相当サービス 

 ・いちごライフ 

  ・いちごデイセンター福井（福井市及び永平寺町にて実施） 

  ・いちごデイセンターみのり 

通所型基準緩和（A型）サービス 

  ・いちごライフ         ・I-WILL 

短期集中予防サービス 

  ・I-WILL 

【認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護】 

 ・和田東いちごデイサービスセンター ・いちごデイセンター松岡    ・いちご月見亭 

【認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護】 

・いちご 月見の里         ・いちご 和えの里 

【看護小規模多機能型居宅介護】        【居宅介護支援・介護予防支援事業】 

 ・いちご日和                  ・いちごケアプランセンター月見 

【障がい福祉サービス・共生型生活介護】 

 ・いちごデイセンター福井  ・いちごデイセンターみのり 

【障がい福祉サービス・共生型自立訓練（機能訓練）】 

 ・いちごデイセンターみのり 

 


